[bookmark: LWG=bf617f07-60da-45de-9199-c4b46e8a869f]田辺市地域子ども会活動支援事業費補助金交付要綱

[bookmark: LWG=27588568-1146-4758-984a-54803568f502]（趣旨）
第1条　 この要綱は、子供の地域における集団活動を通してそれぞれの自主性や社会性を高め、健全な成長を促進することを目的として、組織的・継続的な地域集団活動を行う子ども会（以下「地域子ども会」という。）に対し、田辺市地域子ども会活動支援事業費補助金（以下「補助金」という。）を交付することに関し、田辺市補助金等交付規則（平成17年田辺市規則第47号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

[bookmark: LWG=b10f02fc-a9ad-42c3-a2e8-2d238b8e788b]（補助対象団体）
第2条　 この要綱による補助金の交付を受けることができる地域子ども会（以下「補助対象団体」という。）は、次に掲げる要件を全て満たさなければならない。
(1)　 活動日数は、年間12日以上であること。
(2)　 会員は、原則として１小学校区内の地域に居住している20人以上の児童・生徒で組織されていること。
(3)　 指導者会、保護者会等が設置され、適切な管理・運営及び指導が行われていること。

[bookmark: LWG=a422826d-0d32-42f1-9c47-3ea8a59b1778]（補助対象事業）
第3条　 補助金の交付対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、第１条に規定する目的を達成するために、補助対象団体が実施する次に掲げる事業のうち２以上に該当する事業とする。
(1)　 創作活動やスポーツ・レクリエーション活動、情報、環境、人権学習など子どもたちの自主性、創造性を育む学習活動に関する事業
(2)　 野外活動、ボランティア活動、職場体験活動などの体験活動に関する事業
(3)　 子ども集団相互の交流、地域住民との交流、国際交流などの交流活動に関する事業
(4)　 青年リーダー等の育成など指導者養成のための活動に関する事業

[bookmark: LWG=73c3f8be-7be6-4539-9204-c27acc64fc92]（補助対象経費）
第4条　 補助金の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助対象事業に要する経費とする。ただし、参加者個人に係る飲食費、組織の会員及びその家族に対する人件費、謝礼等は、補助対象経費としない。

[bookmark: LWG=b2497941-13bf-4b84-8935-8b7a2f193853]（補助金の額）
第5条　 補助金の額は、予算の範囲内で市長が別に定める。

[bookmark: LWG=f3f15e98-3df4-49ac-b715-f648ed6651f5]（補助金の申請）
第6条　 補助金の交付を受けようとする補助対象団体は、田辺市地域子ども会活動支援事業費補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
　地域こども会事業計画書
　地域こども会収支予算書
　地域こども会役員名簿
　地域こども会会員名簿
　地域こども会会則及び運営要項等
　前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

[bookmark: LWG=c3237c23-16af-4568-9925-9afa82b00fd3]（補助金の交付決定）
第7条　 市長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかに当該申請の内容を審査し、適当と認めるときは、田辺市地域子ども会活動支援事業費補助金交付決定通知書（様式第２号）により、補助対象団体に通知するものとする。
2　 市長は、前項の規定による補助金の交付の決定を行う場合において、必要があると認めるときは、当該交付決定に関し条件を付すことができる。

[bookmark: LWG=4c017eb8-3d6e-4c57-950b-d916c980730f]　（補助事業の変更等）
第8条　 補助対象団体は、補助金の交付決定を受けた後において、補助対象事業の計画を変更し、又は補助対象事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに田辺市地域子ども会活動支援事業費補助金補助事業変更（中止・廃止）承認申請書（様式第３号）を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、補助対象事業の軽微な変更に係る場合であって、市長が適当と認めるときは、この限りでない。
2　 市長は、補助対象団体から前項の規定による補助対象事業の変更（中止・廃止）の承認申請があったときは、速やかにその変更内容等を審査し、田辺市地域子ども会活動支援事業費補助金補助事業変更（中止・廃止）承認・不承認通知書（様式第４号）及び田辺市地域子ども会活動支援事業費補助金変更交付決定通知書（様式第５号）により、補助対象団体に通知するものとする。

[bookmark: LWG=9d6f7506-b966-4690-a00d-9398d18ea4db]（実績報告）
第9条　 補助対象団体は、事業が完了した日から起算して30日を経過する日又は事業の終了が３月となった場合は３月31日までに、田辺市地域子ども会活動支援事業費補助金補助事業実績報告書（様式第６号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)　 地域こども会事業実施状況報告書
(2)　 地域こども会収支決算書
(3)　 支出を証する書類
　前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

[bookmark: LWG=a47846d8-b679-46a7-ad5a-adb6aabf2e50]（補助金の額の確定）
第10条　 市長は、前条に規定する実績報告書の提出があった場合は、当該報告に係る書類等により当該補助金の交付の決定及びこれに付した条件に適合するかどうか審査し、適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、田辺市地域子ども会活動支援事業費補助金交付額確定通知書（様式第７号）により、補助対象団体に通知するものとする。

[bookmark: LWG=f3aa486e-83fd-42c8-aec7-891b21e16dfc]　（補助金の請求）
第11条　 補助対象団体は、前条に規定する補助金の額の確定通知を受けたときは、田辺市地域子ども会活動支援事業費補助金交付請求書（様式第８号）により、市長に補助金の請求をするものとする。

[bookmark: LWG=a45cd2be-80ac-499d-a6b1-91597f909c04]（補助金の交付）
第12条　 補助金の交付は、第10条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に行うものとする。
2　 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに補助対象団体に対し、補助金を交付するものとする。

　（補助金交付決定前の着手）
第13条　 補助対象団体、やむを得ない事情により補助金の交付決定前に事業に着手する必要があるときは、田辺市地域子ども会活動支援事業費補助金交付決定前着手届（様式第11号）を市長に提出するものとする。

[bookmark: LWG=79f56ae0-43be-417a-b17d-8b934c08ed36]　（補助金の概算払）
第14条　 市長は、補助対象団体の活動の遂行上で必要があると認めるときは、概算払をすることができる。
2　 補助対象団体は、前項の規定による概算払を受けようとするときは、田辺市地域子ども会活動支援事業費補助金概算払請求書（様式第９号）を市長に提出するものとする。

[bookmark: LWG=ce4c08ec-a796-430b-a6c7-2cb71e38c9eb]（交付決定の取消し）
第15条　 市長は、補助対象団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1)　 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2)　 補助金を他の用途に使用したとき。
(3)　 補助事業を遂行することができなくなったとき。
(4)　 前３号に掲げるもののほか、交付決定の内容及びこれに付した条件に違反し、又は従わなかったとき。
2　 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、田辺市地域子ども会活動支援事業費補助金交付決定取消通知書（様式第10号）により、補助対象団体に通知するものとする。

[bookmark: LWG=ec84b343-aa19-4fd7-b64e-408ff99c97ea]　（補助金の返還）
第16条　 市長は、前条第１項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助対象団体に対し、期限を定めてその返還を命ずることができる。

[bookmark: LWG=dd10ec70-0d4f-40f8-9e62-08e569fdf15f]（証拠書類の保存）
第17条　 補助対象団体は、補助対象事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、当該補助事業完了の翌年度から起算して５年間保存しなければならない。

[bookmark: LWG=7e25ecea-1a24-42ef-bce7-23de8215d899]（その他）
第18条　 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

[bookmark: LWG=d2b4c306-0a14-4ab6-92c9-5a0e5ece18bd]附  則
この要綱は、平成17年５月１日から施行する。
[bookmark: LWG=a0d06599-d736-4784-ac9c-9a2b65c4a32a]附　則
この要綱は、平成19年４月１日から施行する。
[bookmark: LWG=0729c51c-b44e-4234-93bb-12005e423c53]　　　附　則
この要綱は、平成22年４月１日から施行する。
[bookmark: LWG=090906fa-8d36-468c-b962-6fb1c16ee93c]　　　附　則
この要綱は、平成24年４月１日から施行する。
[bookmark: LWG=4e091562-88ec-4e27-b2d4-36a234f942bb]　　　附　則
この要綱は、平成29年４月１日から施行する。
[bookmark: LWG=da6c3071-1ac2-4021-ab43-619589e92236]　　附　則
この要綱は、令和２年４月１日から施行する。
　　附　則
この要綱は、令和８年４月１日から施行する。
